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選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第21号 

 兵庫県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年４月１日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

兵庫県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 兵庫県選挙管理委員会規程（昭和36年選挙管理委員会告示第27号）の一部を次のように改正する。 

第20条に次の１項を加える。 

５ 書記のうちから主幹・主査・主任・副主任又は主事を命ずることがある。 

第21条第５項を次のように改める。 

５ 主幹は、担任事務について、上司の職務を補佐するとともに、当該事務を処理する。 

第21条に次の４項を加える。 

６ 主査は、上司の主として困難の度が高い職務を補助する。 

７ 主任は、上司の職務を補助する。 

８ 副主任は、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 

９ 主事は、定型的な事務を処理する。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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